
Information
３
月
の

Information

お問い合わせはこちらまで！

　　市役所（本庁)

　　市役所代表

　　総　　務　　課

　　防災対策課

　　企画財政課

　　地域支援課

　　税務収納課

　　市民保険課

　　人　　権　　課

　　環境対策課

　　福祉事務所

　　高齢者介護課

　　上下水道課

　　議会事務局

　　監査委員会

　　会　　計　　課

　　情報政策課

　　住宅政策課

　　契約管財課

　　健康対策課

　　商工観光課

　　農林水産課

　　建　　設　　課

　　農業委員会

【教育委員会】

　　学校教育課

　　こ ど も 課

　　生涯学習課

　　赤 岡 支 所

　　赤岡市民館

吉 川 支 所

　　吉川市民館

　　香我美支所

　　香我美市民館

　　夜 須 支 所

　　夜須公民館

　　その他施設

　　香南市中央公民館
　　（のいちふれあいセンター）

　　こうなん学校給食センター
　　総合子育て支援センター
　　（にこなん）

　　文化財センター

　　香 南 消 防

☎56-0511

FAX56-0576

☎57-8500

☎57-8501

☎57-8502

☎57-8503

☎57-8504

☎57-8506

☎57-8507

☎57-8508

☎57-8509

☎57-8510

☎57-8512

☎57-8513

☎57-8514

☎57-8515

☎57-8526

☎57-7536

☎50-3029

☎50-3011

☎50-3013

☎50-3015

☎50-3016

☎50-3018

☎50-3019

☎50-3021

☎50-3022

☎55-3111

☎55-3600

☎55-3121

☎54-4218

☎55-2111

☎55-2143

☎55-3141

☎54-2121

☎56-1056

☎57-7524

☎50-5257

☎54-2296

☎55-4141

　　

職
場
の
健
康
保
険
に
加
入
し
た

方
や
、
健
康
保
険
の
被
扶
養
者
に

な
っ
た
方
は
、国
民
健
康
保
険
の
資

格
喪
失
届
け
が
必
要
で
す
。

■
国
民
健
康
保
険
資
格
喪
失
の

手
続
き
を
し
て
い
な
い
と

　
　

健
康
保
険
の
資
格
取
得
以
降
、

医
療
機
関
や
特
定
健
診
を
受
診
し

て
し
ま
っ
た
場
合
は
、国
民
健
康
保

険
が
負
担
し
た
医
療
費
を
返
納
し

て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　　

多
子
世
帯
の
経
済
的
負
担
を
軽

減
す
る
た
め
に
、
保
育
料
を
補
助

し
ま
す
。
申
請
を
希
望
す
る
場
合

は
、締
め
切
り
日
ま
で
に
必
ず
書
類

を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

■
対
象　

市
内
在
住
で
満
18
歳
未

満
の
児
童
を
３
人
以
上
扶
養
し
て

い
て
、第
３
子
以
降
３
歳
未
満
の
児

童
が
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
新
制
度

に
移
行
し
て
い
な
い
、私
立
幼
稚
園

ま
た
は
届
出
認
可
外
保
育
施
設
に

入
園
・
入
所
し
て
い
る
保
護
者
等
。

■
申
請
場
所

　　

市
教
育
委
員
会
こ
ど
も
課

■
手
続
き
に
必
要
な
も
の

　　

申
請
書
ほ
か

■
申
請
締
め
切
り
３
月
31
日（
火
）

入
園
・
入
所
が
決
定
し
た
日
か
ら

申
請
で
き
ま
す
の
で
、お
早
め
に
申

請
を
お
願
い
し
ま
す
。ま
た
、締
め

切
り
日
を
過
ぎ
る
と
受
け
付
け
で

き
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

※
詳
細
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い

■
問
い
合
わ
せ

　　

市
教
育
委
員
会

　　
こ
ど
も
課

■
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
Ｑ
Ｒ

　

小
型
船
舶
操
縦
士
免
許
の
各
種

講
習
を
実
施
し
ま
す
。

▼
更
新
・
失
効
再
交
付
講
習

■
日
程
・
場
所

　　
４
月
26
日（
日
）13
時
〜

　　

香
南
市
マ
リ
ン
ス
ポ
ー
ツ
施
設

■
対
象
・
講
習
時
間

●

更
新
講
習
／
免
許
の
有
効
期
限

が
令
和
８
年
４
月
27
日
〜
令
和
９

年
４
月
30
日
の
方

（
講
習
時
間　
１
時
間
30
分
）

●

失
効
再
交
付
講
習
／
免
許
の
有

効
期
限
が
切
れ
て
い
る
方

（
講
習
時
間　
２
時
間
30
分
）

■
必
要
書
類

　　

写
真（
縦
４
・
５
㎝
×
横
３
・
５
㎝
、

裏
面
に
氏
名
記
入
）２
枚
、小
型
船

舶
操
縦
免
許
証
の
写
し
１
枚
、
住

民
票
１
通
（
住
所
等
に
変
更
な
け

れ
ば
不
要
）
、受
講
申
込
書
（
更
新

ま
た
は
失
効
）、委
任
状
等

※
写
真
は
６
カ
月
以
内
に
撮
影
さ
れ
た
無

帽
・
正
面
上
半
身
・
無
背
景
の
も
の

■
申
し
込
み
受
付
期
間

　　
３
月
20
日（
金
）〜
４
月
10
日（
金
）

▼
２
級
小
型
船
舶
免
許
講
習

■
日
程
・
場
所

●

学
科
講
習
／
５
月
10
日（
日
）

　　

香
南
市
マ
リ
ン
ス
ポ
ー
ツ
施
設

●

実
技
講
習
／
６
月

土
佐
市
宇
佐
オ
ー
シ
ャ
ン
マ
リ
ー
ナ

●

国
家
試
験
／
６
月

土
佐
市
Ｕ
Ｓ
Ａ
く
ろ
し
お
セ
ン
タ
ー

■
費
用

　　
７
５
，０
０
０
円（
学
割
あ
り
）

■
申
し
込
み
締
め
切
り

　　
５
月
７
日（
木
）

■
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

　　
Y
A
S
U
海
の
駅
ク
ラ
ブ

　　

☎
57
ー
1
8
5
5

　　

門
田
海
事
事
務
所

　　

☎
0
8
8
ー
8
8
1
ー
2
5
7
2

　
　

国
重
要
文
化
財
「
安
岡
家
住

宅
」は
、奇
数
月（
７
月
を
除
く
）第

４
土
・
日
曜
日
に
一
般
公
開
を
行
っ

て
い
ま
す
。現
在
、見
学
に
来
ら
れ

た
方
々
に
安
岡
家
を
ご
案
内
し
て

い
た
だ
く
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ガ
イ
ド

を
募
集
し
て
い
ま
す
。

　
　
「
ガ
イ
ド
未
経
験
だ
け
ど
、や
っ

て
み
た
い
な
」
、「
安
岡
家
っ
て
よ
く

知
ら
な
い
け
ど
、
興
味
が
あ
る
」と

い
う
方
や「
自
分
の
知
識
や
経
験

を
生
か
し
て
み
た
い
」と
い
う
方
な

ど
、
皆
さ
ん
と
一
緒
に
楽
し
く
研

究
し
な
が
ら
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ガ
イ

ド
を
し
て
み
ま
せ
ん
か
？

■
申
し
込
み
方
法

　
　

平
日
８
時
30
分
〜
17
時
15
分
、

電
話
受
け
付
け
の
み
。

■
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

　　

香
南
市
文
化
財
セ
ン
タ
ー

R
募 集

recruitment

募 集

農
業
と
福
祉
の
連
携
と
は
な
か
な
か
素
晴
ら
し
い
連
携
だ
と
思
い
ま
す
。
い
ろ
ん
な
課
題
が
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
こ
れ
か
ら
も
頑
張
っ
て
く
だ
さ
い
。

広

報

へ

の

ご

意

見

■
物
件
・
戸
数

▼
公
営
住
宅
・
改
良
住
宅

●

世
帯
向
け
…

　　

赤
岡
町
４
戸
、吉
川
町
３
戸

　　

夜
須
町
２
戸

▼
特
定
公
共
賃
貸
住
宅

●

世
帯
向
け
…
夜
須
町
２
戸

●

単
身
者
向
け　

…
夜
須
町
１
戸

■
申
し
込
み
方
法

　
　

申
込
書
に
必
要
事
項
を
記
入

し
、
必
要
書
類
等
を
添
付
の
う
え

提
出
。
受
付
時
に
20
分
程
度
の
面

談
が
あ
り
ま
す
。

■
募
集
案
内
・
申
込
書
の

　　

配
布
期
間
・
配
布
場
所

　
　
３
月
２
日(

月)

〜
13
日(
金)

、市

役
所
住
宅
政
策
課
・
市
役
所
１
階

総
合
案
内
・
各
支
所

■
申
し
込
み
受
付
期
間

　　
３
月
12
日(

木)

・
13
日(

金)

■
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

　　

市
役
所
住
宅
政
策
課

　
　

安
岡
家
住
宅
一
般
公
開

　
　

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ガ
イ
ド

小
型
船
舶
操
縦
士
免
許

市
営
住
宅
入
居
者

　
　

ま
た
、
国
民
健
康
保
険
税
が
課

税
さ
れ
続
け
る
た
め
、
健
康
保
険

料
と
二
重
に
払
っ
て
し
ま
っ
た
り
、

国
民
健
康
保
険
税
を
滞
納
し
て
し

ま
う
と
、
差
し
押
さ
え
等
の
処
分

を
受
け
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

■
手
続
き
に
必
要
な
も
の

●

健
康
保
険
の
資
格
取
得
日
が
分

か
る
も
の（
国
民
健
康
保
険
の
資
格

を
喪
失
す
る
全
員
分
、コ
ピ
ー
可
）

●

国
民
健
康
保
険
資
格
確
認
書
ま

た
は
、資
格
情
報
の
お
し
ら
せ（
返
却
）

●

本
人
確
認
が
で
き
る
も
の（
免
許

証
等
）

※
転
出
す
る
方
も
香
南
市
で
の
国
民
健
康

保
険
の
資
格
を
喪
失
し
ま
す
の
で
、手
続
き

を
お
願
い
し
ま
す

■
問
い
合
わ
せ

　　

市
役
所
市
民
保
険
課

　

就
職
・
転
職
を
お
考
え
の
方
の

た
め
に
職
業
訓
練
コ
ー
ス
を
開
講

し
ま
す
。

　
　

訓
練
期
間
中
は
民
間
訓
練
機

関
と
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
が
積
極
的
に

就
職
支
援
し
ま
す
。
受
講
料
無
料

（
テ
キ
ス
ト
代
等
別
途
必
要
）
。
詳

細
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
訓
練
コ
ー
ス
名
・
訓
練
期
間

▼
機
械
Ｃ
Ａ
Ｄ
技
術
科

　　
５
月
８
日(

金)

〜
10
月
30
日(

金)

▼
Ｃ
Ａ
Ｄ
も
の
づ
く
り
サ
ポ
ー
ト
科

（
導
入
講
習
付
き
）

　　
５
月
８
日(

金)

〜
11
月
30
日(

月)

▼
電
気
設
備
技
術
科

（
企
業
実
習
・
導
入
講
習
付
き
）

　　
５
月
８
日(

金)

〜
11
月
30
日(

月)

■
募
集
期
間

　　
３
月
２
日(

月)

〜
３
月
31
日(

火)

■
問
い
合
わ
せ

　　

ポ
リ
テ
ク
セ
ン
タ
ー
高
知

　　

☎
0
8
8
ー
8
3
2
ー
0
4
4
7

職
業
訓
練
を
受
け
ま
せ
ん
か

　
　

国
民
健
康
保
険
の

　
　

喪
失
の
届
け
出
に
つ
い
て

N
国 保

national
health insurance

国 保

　
　

多
子
世
帯
保
育
料

　
　

軽
減
制
度

C
子ども

c h i l d

子ども

…日常生活上の世話・必

要な保護。別居の場合は定期的

な連絡や面会をしているなど。

…子が日常生活の全部または一部を親の収入から営

んでおり、これを欠くと通常の生活水準を維持することができない場合。

子の学費や食費の負担、別居でも家賃や生活費を仕送りしているなど。

※上記以外にも、お子さんの状況に変更がある場合（大学等を中退した、独立して生計を営むようになった等）

　　はその都度手続きが必要です（大学生年代の子と１８歳以下の子が合わせて３人以上いる場合に限ります）

　令和８年３月令和８年３月３１３１日で高校を卒業日で高校を卒業

するする（１８１８歳年度末を迎える歳年度末を迎える）お子さお子さ

んや、んや、２２２２歳未満で短期大学や専門歳未満で短期大学や専門

学校等を卒業するお子さんがおり学校等を卒業するお子さんがおり、

そのお子さんそのお子さんと１８１８歳以下のお子さん歳以下のお子さん

が合わせて３人以上いる場合はおが合わせて３人以上いる場合はお

手続きが必要です。対象の世帯には続きが必要です。対象の世帯には

４月上旬に申請のご案内をお送りし４月上旬に申請のご案内をお送りし

ますので提出をお願いします。ますので提出をお願いします。
多子加算の対象となります。お送りする書類の多子

加算申請書類にご記入のうえ提出をお願いします。

その子に対してＲ８.４月以降も監護をし、生計費

の負担もしていく。

１８歳以下の子（Ｈ２０.４.２以降に生まれた子）と

１９歳～２２歳の子（Ｈ１６.４.２～Ｈ２０.４.１に生ま

れた子）が合わせて３人以上いる。

Ｒ８.３.３１に高校を卒業した子、もしくは２２歳を

迎える前にＲ８.３.３１時点で短大や専門学校等を

卒業した子がいる。

▼令和８年４月１日時点の状況

手続きは不要です。

手続きは不要です。

多子加算の対象とは

なりません。お送りす

る書類の対象外用書

類にご記入のうえ提

出をお願いします。

野市図書館・香我

美図書館・夜須図書

室では図書利用カード

の新規登録キャンペーンを

実施中！「そうだ、図書館へ行こう！」 を

合言葉に、春から図書館デビューしませんか？

図書利用カード１枚で本を２５冊 （野市・香我美

各１０冊、夜須５冊）借りられます♪

●実施開始日／３月２１日（土）～

●場所／野市図書館・香我美図書館・夜須図書室

図 書 館 行 う
へ こ

◆図
書利用カード

◆◆

☎

そうだ、

問い合わせ

11２０２６.３ 10 ２０２６.３


